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健康すいた２１推進懇談会設置要領 

 

 

（目的） 

第１条 市民一人ひとりが、主体的に健康づくりに取り組むことで健康の保

持・増進を図ることを目的に、健康づくりの取組に関して関係機関が連携し、

必要な意見交換を行うため、健康すいた２１推進懇談会（以下「懇談会」と

いう。）を設置する。 

 

（意見を交換する事項） 

第２条 懇談会において意見を交換する事項は、次のとおりとする。 

（１）健康づくりに関する計画の策定・推進・評価に関する事項 

（２）健康づくりの推進を目的とした関係機関の情報交換、情報共有及び連携

に関する事項 

（３）その他健康づくりの推進に関する事項 

 

（構成） 

第３条 懇談会は、委員１６人以内をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。 

（１）学識経験を有する者 ２人以内 

（２）関係団体から推薦された者 １１人以内 

（３）関係行政機関の職員 １人以内 

（４）市民 ２人以内 

３ 委員の選任期間は２年以内とする。ただし、委員が欠けた場合に選任する

委員の選任期間は、前の委員の選任期間の残期間とする。 

４ 委員は、再度選任することができる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 懇談会に、委員長及び副委員長を置き、委員のうちから市長が指名す

る。 

 

（会議） 

第５条 懇談会は、市長が招集する。 

２ 委員長は、懇談会の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代

理する。 
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 （関係者の出席） 

第６条 市長は、必要があると認めるときは、懇談会に関係者の出席を求め、

意見を聴き、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

 

（庶務） 

第７条 懇談会の庶務は、健康医療部健康まちづくり室において処理する。 

 

（委任） 

第８条  この要領に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は、健康医

療部長が定める。 

 

   附 則 

この要領は、平成２７年３月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成２７年７月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年５月１日から施行する。 

 


